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総務省i資総統送行政局

放送溺C~託銀 御 rp

マ100幽 8543

長禁議字企品 K14官官  2・2綱 1

お本プレスオrンターどノレ 7階

誕話量〉:b完結議議葉、
立ヂぷデ輸、草議貰答

委員去を緊荒誕いち  

f携微量 1品オミf郎t"'7ノレチメディア放iまの委託金主義主業務の認定iとも張る苦手j皮専務者自に穏する諸君え方

等 j について、知絞めとおり、 3まt.!>もを提出します。



室長] 

2 0 1 0 係 l1 Jl22fl

「主臨機対荷主化向けγ ノレチメディア放送の3委託波法業務の認定に係c，

制度整備に関ç，々えブメ事J に対する日本来好関協会メディア開発~~妥誌の緩兇

務者李総末f占Ijljヤノレデメディア放送は、池上デレピ妻女五去の完全デジタル化によゅで李Jf討 "1

能となる貴重な周波数惑とF割いた放送であり、放五まと走査僚が融合した新たなサー1::"スの提供

により、豊かで多燃えt絞殺 F士会を実現する守)17) ~として白期待されている。同時に、叩ノレチメ

ディア放送においておを多様で健全なジャーナリズムが展開されるよう、下訟のぶiこ鍵55;し

て今後の昔話j度整備を行うよう求めたい。

マルチメディ7'放送では、害事議室放送など後決の長女王去の綴念と異なる務しいす1::<スの

爽Z誌も期待されているが、その内容に対して放送にかかる規律が 律 iこ適用 tされれば、 f電

子新院 j などのジャ…ナリズム活動のみならず、問主主記去の普及・発展が阻答おれかねない

との危倶を抱く o

按組準則などの内総士見詰予Jや放送一番組審議機関の総長畿、訂正放送等の規定なげ、行政機関

のt言論，報道機関〈の介入さと招きかねない規定は?ノレチメディア放送に適用ナベfきではな

し、。

また、いわゆるマスメディア集中排徐原良りが市i窓会れた 1959年と比べて、後卒設i創設技 

資総入手の手段の多元性、言言論。〉多様性は確保されていることから、'1術が格段に進歩し、

メディア開発委良会は、機会なとらえ7て、向原則合緩和するよう求めてきた。マノレチメデ

ィア放送の委託放送繁華撃の級定にあたっても、!誇i塚劇'a:緩和1'1'る方向で官官j皮なさ産官歯切宇べき

である。

以上


